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１０月９日開催された、竹本さんの裁判（大

阪地裁平成２６年（ワ）第３０００１号賃金請求事件）の証人尋問において、被告管理者

から、びっくり仰天の証言がありました。

早水助役の証言・・・ （徐行表の訂正）

運転士Ｂ予備点呼において・・・
●原告竹本さん・・・私のほかに、誰か一緒に点呼を受けた人はいませんか。

▲被告早水助役・・・いや、覚えていません。

●原告竹本さん・・・○○さんと一緒に点呼を受けたんですけども、あなたは、○○さん

と私に対して、ちゃんと確認するようにと言ったんですけど、覚え

てませんか。

▲被告早水助役・・・○○さんがおられたかどうかは覚えてませんね。

●原告竹本さん・・・私だけ覚えているということですか。

▲被告早水助役・・・そうですね。

●原告竹本さん・・・私のことだけ報告したということですか。

▲被告早水助役・・・○○さんが間違えてたかどうかは覚えておりません。でも竹本さん

が間違えてたというのは覚えてます。

●原告竹本さん・・・２人同時に点呼受けてて、片一方は覚えていて、片一方は覚えてな

いということはあり得るですか。

▲被告早水助役・・・でも・・・・・。

以上、証人調書より

早水助役は、その時のやり取りを、メモに基づきパソコンに入力したのに、

竹本さんの事象だけ覚えていると証言しています。あまりにも意図的で矛盾

だらけではないでしょうか！ 皆さんどう思いますか！？

次号に続く・・・・


